
◇その他子どもや家庭に関する相談について、専門
家と一緒に考えていきます。相談受付　日・祝を
除く９：00～17：00

子育て支援相談電話 33－0003　月～金　９：00～16：00　　　

子育てに関する相談機関

中南地域県民局地域健康福祉部こども相談総室（弘前児童相談所） 36－7474　 　
32－5458　 　

子ども虐待ホットライン 24時間対応・通話料無料 0120－736－552　 　 　 　
総合相談
青森県子ども家庭支援センター
（アピオあおもり）

子育てや家庭に関する総合相談
平　日　９：00～16：00
土日祝　９：00～16：00
（毎週水曜日・年末年始除く）

017－775－8080　 　 　 　

すこやかほっとライン
青森県総合社会教育センター

対象：保護者
育児、家庭教育その他の相談
祝・年末年始を除く毎週月・水・木曜日
13：00～15：00

017－739－0101　 　 　 　

あおもり子育てネット
青森県総合社会教育センター

インターネットによる子育て相談と子育て情報の提供
https://www.alis.pref.aomori.lg.jp/gakusyu/e-learning/kosodate-a/

幼児ことばの教室
（総合学習センター内） 対象：就学前の子ども 55－6931　
教育委員会相談支援チーム
（教育センター内）

学校生活全般に関する相談
対象：小・中学生及び保護者等 26－4803　 　

児童発達支援センター
弘前大清水学園

ことば、運動、こころの成長発達を支援
・子ども発達相談室～個別相談・指導
・ポッポ教室～就学前の親子療育指導教室
・巡回相談、個別訪問による相談
問い合わせ　月～金　９：00～16：00

34－3166　

幼児発達支援センター　大空

090－5012－4279　 　 　 　

◇子育てオープンスペース
　月・火・金・第2・4土曜日　10：00～12：00

　
33－3611　 　

26－　 　2110
（FAX兼用）

35－7676　 　

35－　 　7000

40－　 　3976

※詳しい内容については、直接各保育園等へお問い合わせください。

主に不登校に関する相談

主に青少年問題を対象にした相談

地域子育て支援センター

8：30～17：00（時間外・土・日曜日・祝日・
年末年始は留守番電話またはFAX受付）

月～金　8：30～17：15

月～金　8：30～17：00

月～金　9：00～17：00

月～金　8：30～17：00

月～金　8：30～17：00

32－　 　0510　 　

84－　 　3103

みどり保育園
　・電話相談、訪問相談、面接相談
　・育成と地域の子育て家庭への支援等

月～土　 9：00～17：00
月～土　 9：00～17：00

35－　 　0156
弘前市駅前こどもの広場
　・電話相談、面接相談
　・プレイルームの開放　・一時預かり事業
　・子育てサークル等の支援・育成

第1・第3火曜日を除く毎日
10：00～18：00

82－　 　3037
大浦保育園
　・電話相談、訪問相談、面接相談
　・育成と地域の子育て家庭への支援等

月～土　 9：00～17：00
月～土　10：00～15：00

相馬こども園
　・電話相談、面接相談
　・育児と地域の子育て家庭への支援等

月～金　 9：00～16：00
月～金　 9：00～14：00

26－4802　 　フレンドシップルーム
（相談支援チーム）

017－728－5575青森県総合学校教育センター

弘前少年サポートセンター
（弘前警察署内）

こども悩み相談
（総合学習センター内）

少年相談センター
（弘前市こども家庭センター内）

家庭児童相談
（弘前市こども家庭センター内）

児童発達支援センター　はぁと
問い合わせ　月～金　８：30～17：30

82－5780　

55－9642　

・発達の気になるお子さんの個別相談と支援
・親子教室めばえ～外来・出張等の方法によ
　り、各種の相談、相談支援を行ないます。

児童家庭支援センター 太陽　

弘前市こども家庭センター 40－3976
子育て相談係　

お子様の成長と発達に沿った個別支援・集団
支援・各種相談を行います。
ファミリーサポートステーションLion（外来療育）
ファミリーサポートステーションSpica（出張療育）
子育て相談も随時受け付けております。
問い合わせ　月～金　９：00～16：00

地域支援室 Aria
（幼児発達支援センター　大空併設）

子育て支援情報

❻

・こども、子育て、家庭関係、生活の困りごと
・18歳未満のこどもへの虐待に関すること
お子さん本人を含め、どなたからのご相談も受け付けます
月～金　８：30～17：00



子育て講座等

キッズネットクラス ◇乳幼児、親、ボランティアによる集団遊び、親子交流
　５月～３月の第２火曜日（曜日の変更あり）10：00～11：30

33－　 　6561
（市 中 央 公 民 館）

施設利用の申込み等 施設利用の申込み等

認定こども園
２号・３号認定…市へ申込み（申込み先は下記のいずれか）

１号認定…施設へ申込み

施設へ申込み

　こども家庭課保育係
　岩木総合支所民生課健康福祉係
　相馬総合支所民生課健康福祉係

35－1131
　 　

各施設へ
ご連絡ください

こども家庭課保育係

35－1131
　 　こども家庭課保育係

こども家庭課保育係

こども家庭課保育係

（弘前市こども家庭センター）　子育て相談係

（弘前市こども家庭センター）　子育て相談係

（児童家庭支援センター太陽）

（弘前乳児院）

（きりん）

（みどり）

（さくらんぼ）

（Chibikko Care すくすく）

各施設へ
ご連絡ください

各施設へ
ご連絡
ください

保育所

幼稚園

２号・３号認定…市へ申込み（申込み先は下記のいずれか）
　こども家庭課保育係
　岩木総合支所民生課健康福祉係
　相馬総合支所民生課健康福祉係

病児病後児保育

※利用登録が必要です
利用登録
　・こども家庭課 保育係
　・各総合支所 民生課
　・弘前市こども家庭センター（ヒロロ３階）
　　実施施設

Chibikko Care すくすく」（高崎２丁目）

35－1131

35－1131

　 　
27－2292

　 　
82－3037

　 　34－7511
　 　55－6855　 　

一時預かり 在籍していない児童を一時的に認定こども園・幼稚園・保
育所で預かる事業

こども誰でも
通園制度
（乳児等通園
　支援事業）

保育所、認定こども園、幼稚園等に在籍していない
０歳６か月～満３歳未満児のこどもを対象に保育所等に
通園する事業

放課後等に小学生を預かる事業
対象：保護者が就労等の理由で昼間家庭にいない小学校
　　　１～６年生
申込・開設場所の問い合わせ：市こども家庭課健全育成係

40－　 　7038

児童発達支援
放課後等
デイサービス
（障害児通所支援）

◇日常生活や集団生活への適応のための支援（通所）
　※詳細・申込みは市障がい福祉課障がい者医療・給付係
ひかりの岬こどもデイサービスセンター（笹森町）
弘前大清水学園（清原４丁目）
放課後等デイサービスプレイス（宮川２丁目）
放課後等デイサービス事業所やっほ～クラブ（清原４丁目）
放課後等デイサービス事業所やまびこクラブ（小比内５丁目）
児童発達支援室「麒麟児」（城東中央４丁目）
児童発達支援・放課後等デイ　はぁと（熊嶋）
児童デイサービスきらり（駒越）
山郷館児童デイサービスセンターど・れ・み（大久保）
児童デイサービスやよいのあかり（富栄）
児童デイサービスすてっぷ（城東３丁目）
児童デイサービスすてっぷ・あっぷ（城東中央３丁目）
ワラハンドクラブ・キキ（高屋）
放課後デイステーションEarth（城東５丁目）
児童発達支援・放課後等デイ　さわらび療育福祉センター（中別所）
放課後デイステーションCygnus（宮園４丁目）
幼児発達支援センター大空（若葉２丁目）
ポコアポコ和徳（和徳町）
こどもサポートkinone（浜の町北２丁目）
運動学習支援教室ココノバ弘前校（和徳町）
放課後等デイサービスあっぷる（末広４丁目）
児童デイサービスすてっぷⅡ（城東４丁目）
音楽療育支援教室どれみの森（浜の町東１丁目）
放課後デイステーションAries（馬屋町）
発達支援クラム（宮川２丁目）
就職準備教室ココジョブ北園校（北園１丁目）
就職準備教室ココジョブジュニア（石渡４丁目）
こどもサポートfutaba（小比内４丁目）
ポコアポコ緑ヶ丘（緑ヶ丘１丁目）
放課後デイGranny弘前（稔町）
向日葵児童発達支援鳥井野事業所（鳥井野）
多機能型事業所ルアナ御幸町（御幸町）
わくわくスペースみらいと（駅前３丁目）
放課後等デイサービス　エミフル（藤代２丁目）
こどもサポートMelody弘前田園（田園３丁目）

40－　 　7036

37－　 　6546
34－　 　3166
26－5392　 　
34－　 　3166
40－　 　4418
27－　 　2293
82－　 　5780
55－　 　0936
33－　 　7300
96－　 　2774
88－　 　6941
88－　 　7525
82－　 　6060
55－　 　9177
96－　 　2121
55－　 　6590
55－　 　9642
55－　 　6965
88－　 　6872
55－　 　7715
28－　 　3188
88－　 　6941
55－　 　8150
55－　 　7426
26－　 　5392
88－　 　7718
050－8892－8460　 　
26－　 　6540
40－　 　2852
88－　 　7525
82－　 　3306
55－　 　7818
55－7099　 　
26－

児童発達支援・放課後等デイサービス三葉（大和沢） 87－2124
こどもサポートめでる（田園２丁目） 66－7174
One Smile（萱町） 40－2238
多機能型事業所ルアナ大開（大開３丁目） 55－8446
こどもサポートMelody早稲田（早稲田２丁目） 050－5810－8040

　 　8940
050－5526－9197

トワイライト
ステイ

ショートステイ

40－3976
　

33－3611　 　

保護者の病気等により家庭での養育が一時的に困難になっ
た場合に利用できます（泊りも可能）
問い合わせ：弘前市こども家庭センター
　実施施設等
　 ●弘前乳児院（品川町）、ショートステイ里親（弘前市ほか近隣市町村）

40－3976
　 　

35－2155　 　

❼

平日の夜間や休日に、保護者の仕事等により家庭での養育
が一時的に困難になった場合に利用できます
※利用登録が必要です
利用登録・問い合わせ：弘前市こども家庭センター
　実施施設
　 ●児童家庭支援センター　太陽（豊原１丁目）



制度 対　　　象 説　　　明 連 絡 先

・高校生年代までの児童を養育
　している人
（児童が18歳に達した年度末まで）

・弘前市に住民登録のある
　子ども（児童が18歳に達
　した年度末まで）

・妊婦であることの認定を
　受けた妊婦

月額

児童１人

２人以上

月　額

児童１人あたり

１級

56,800円

２級

37,830円

全部支給

46,690円

１人あたり
11,030円加算

法改正により手当額が変更される場合があります

法改正により手当額が変更される場合があります

　保険診療に係る医療費・調剤の全額を
現物給付または償還払いで給付します。

一部支給

46,680円～11,010円

１人あたり
11,020円～5,520円加算

月額30,000円

月額30,000円

月額15,000円

月額10,000円

３歳未満

３歳以上
高校生
年代まで

第３子以降

経済的支援に関すること子育て支援員

40－　 　3976

安原地区
親子でリフレッシュ

開催場所：みつわ会館
開催日：毎月第３金曜日　10：00～12：00

37－　 　6163
（代表　稲村）

青りんご
ベビーサークル

開催場所：致遠児童センター
開催日：毎月第２火曜日　10：00～12：00
（４月、８月、１月は第４火曜日）

36－　 　8488
（代表　鈴木）

ブックスタート

０歳児に絵本を
プレゼント

対象者に絵本２冊と読み聞かせのアドバイス集などをセッ
トにした、ブックスタートパックをプレゼントします。
乳児一般委託健康診査受診票と一緒に引換券を郵送してい
ます。こども絵本の森ほか各市立図書館でお受け取りでき
ます。

35－　 　0155
こども絵本の森（ヒロロ３階）
32－　 　3794
（弘前図書館）
82－　 　1651
（岩木図書館）
84－　 　2316
（相馬ライブラリー）

ブックスタート
おはなしかい

日時：毎月第３日曜日とその次の週の水曜日
　　　10：30～11：00
場所：こども絵本の森（駅前町ヒロロ３階）
申込：不要

※上記のほか、市内の児童館・児童センターや地域子育て支援センター、保育所、幼稚園等で活動している
　子育てサークルもありますので、各施設へお問い合わせください。また、開催日等変更となる場合もあり
　ますので、初めてご利用になる際はお問い合わせください。
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40-7039
こども家庭課
家庭給付係

37-1323
弘前市こども家庭センター
子育て包括支援係

・ひとり親家庭等の父又は母
　及び児童
・父母のいない児童
（児童が18歳に達した年度末まで）

・出生時体重2,000g以下など
　の未熟児（0歳児）

現金支給と相談支援を一体的に行います。
・妊婦支援給付金（１回目）
　……妊婦１人につき５万円
・妊婦支援給付金（２回目）
　……妊娠している子どもの人数×５万円

・心身に障がいのある20歳未
　満の児童を養育している人
・児童が施設等に入所している
　場合は対象になりません

・父又は母と生計を同じくして
　いない児童を養育している人、
　心身に障がいのある父又は母
　が児童を養育している人　
（児童が18歳に達した年度末まで）

父　母 1医療機関ごとに、医療費・調剤を
合算し、1か月1,000円を超えた分

児　童 医療費・調剤の全額

給付対象（保険診療分）

子育てアプリ

ひろさき子育て
応援アプリ

妊娠中から出産後、お子さんが成長してからも切れ目なく
利用できる機能が備わっています。また、オンラインでの
個別相談にも応じています。ぜひご利用ください。
※このアプリは、紙の母子健康手帳に代わるものではあり
　ません。予防接種や各種健診などを受ける際はこれまで
　どおり紙の母子健康手帳が必要です。

37－　 　1323
弘前市こども家庭センター
子育て包括支援係

アプリのダウンロード方法（利用料は無料です）※通信料は自己負担となります。

問い合わせ：弘前市こども家庭センター

◇子育て支援員は、ボランティアとして、下記子育てサークルなどの子育て支援活動を
　行っています。お住まいの地域の子育て支援員については、お問い合わせください。

　未熟児が指定養育医療機関に入院した
場合に、医療費とミルク代を公費で負担
します。ただし、健康保険適用外の医療
費やオムツ等の消耗品は対象外です。

法改正により対象者や手当額が変更
される場合があります。

❽

※ Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple lnc. の商標です。 App Store は、Apple lnc. のサービスマークです。Google Play および Google Play ロゴは Google LLCの商標です。

※ 本サービスは Google 社のウェブサイト翻訳ツールを使用しています。Google 翻訳サービスをご利用の際には、Google の利用の利用規約をご確認ください。
＼ 母子モは外国語でのご利用も可能！英語、中国語、スペイン語など10ヶ国語以上に対応しています。 ／

または

第１子・第２子

第３子以降

第１子・第２子

二次元コード
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